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環境の放射線管理 とは,人 が作業 し,あ るいは居住

す る環境の放射線 レベル や放射性物質 による汚染の レ

ベル を-定 限度以 内に維持す る ことによ り,放 射線作

業者 や一般 の住民 に対 して,不 必要 な被曝 を避 け させ

,許 容 され た以上 の被曝 を起 こさせ ないよ うにす る こ

とである。

この よ うな目的 で行 な う一連 の測定 を,結 果 の解釈

を含 めて,作業環境 の放射線 モニ タリング(以下 モ ニタ

リン グとい う)と い う。 この よ うに作業環境 のモ ニタ

リングでは,環 境 における放射線 お よび放 射性物質 に

よる汚染 の レベルを測定 し,放 射線作 業者 や一般 の人

の被曝 を推 定 し,ま たは被曝線 量の上限を確 認する と

ともに万一 の事故 に対 す る監 視を行 な う。 その第2の

目的 は,測 定の結果 を解析 し,安 全性 を評価 す ること

に よって,施 設や作業方 法の改 善に役立たせ るとい う

放射線防護 に対 して予防的な役割を果 す ことであ る。

環境 の放射線 管理 は,管 理 区域 内の管理 と管理 区域

外(一 般環境)の 管理 に分け られ る。一般 には事業所

内外を区分せず,管 理区域外を十分安全に して,管 理

を行な うのが よい。すなわち,原 子炉,再 処理工場 な

どの大施 設を除けば'管 理区域 内お よび管理区域 か ら

排出 または持出 され るものの管理を十分に行な うこ と

に よ り,管 理区域外の環境のモ ニタ リングを省略す る

こ とがで きる。

本講では,管 理区域 の設定に 関す る問題 と作業環境

のモ ニタ リングにつ いて述べ る。 また測定に よって得

られた結果 を評価 し,判 断 と処 置を効果的 に行な うた

めに定め られた基準,す なわ ち管理基準 について も触

れ る。

1.管 理 基 準

管理基準にはDWL*(誘 導作業限度)と,調 査 レベ

ル**と が ある。DWLは モ ニタ リングの対象につ いて

それぞれ最大許容線量 に対応す る レベルで あって,こ

れを基準に管理 を行な えば最大許容線量 を越 える こと

が ない よ うなもので ある。 ただ しDWLは 長期間(た

とえば3カ 月間)に つ いて決 めるのが一般的 で,こ れ

を越 えて も最大許容線量 を越 えた ことにはな らない。

DWLの 代表的 なものは表面汚染管理基準,放 出量の

基準 な どである。調査 レベルはあるモ ニタ リングの対

象 に対 し,DWLよ り十分小 さなある値,す なわち調

査 レベル を きめ,こ の値を越 えた場合にのみその原因

調査 を行な うものである。 固定モ ニタの警報設定値が

その例 である。調査 レベル は放射線 モ ニタ リングを能

率 よ く,し か も確実 に行な うための ものであ るか ら,

通 常の作業ではほ とん どお こらない レベルで,し か も
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で きるだ け低い ところに設定す る。

2.管 理 区 域

2・1管 理区域の設定

管理区域は,放 射線や放射性物質取扱 い区域 を一般

の環境か ら物 理的に隔離 し,人 の被曝管理 と出入規制

をす るために設定 され る。ICRPで は 「管理区域の範

囲は専門家の判断事項で あるが,す べ ての場合に,管

理 区域の外側の作業者が最大許容線量の3/10を こえて

被曝す ることがほ とん どお こ りそ うにない よ うなもの

でなければな らない」 と述べて いる。放射線障害防止

法 では,放 射線 または汚染の レベルの どち らかが下記

の値にな る可能性のあ る区域 を管理区域に設定す るこ

とを定めてい る。

i)外 部放射線線量 は週30mrem(年 間1.5remに 相

当)

ii)空 気中または水 中の放 射性物 質の1週 間の平均濃

度 が告示*の 別表 に示 される許容濃度(1週168時 間)

の3/4(1週48時 間 の値 の3/10)

iii)表 面汚染密度 は許 容 レベル の1/1。(α:10-5μCi/

cm2,β:10-4μCi/cm2)

また一般の居住区域に おけ る線量 は週10mremを 越

えな いよ うに しなけれ ばな らない。

管理区域の設定にあた っては,日 常行 なわれ るはず

の放射線作業の うち,最 も高 レベル の作業 を 想 定 し

て,そ の広 さを決め るが,実 際には,建 物や施設 の状

況に よ り,境 界設定や,出 入管理 の便宜 さを考慮 し,

境界の明 らかな建物,あ るいは部屋 を単位 とした管理

区域が設定 され る。 と くに汚染の可能性のあ る場合 は

上記 の値にかかわ らず,そ の区域を管理区域に設定す

るのが よい。

管理 区域 には,放 射線源か らの外部被曝が主にな る

区域(放 射線区域)と 内部 被曝お よび汚染が主にな る

区域,ま たは内外被 曝 ともに問題 にな る区域(汚 染管

理区域)と が あ り,そ の管理 の方式 は大 きく異な って

くる。 これ らの区域 は,さ らにその中で,線 量 率や汚

染 の レベル によって高 レベル区域 と して,な わ,柵 な

どで区画 する とともに,標 識 でその危険 性を明 らかに

するのがよい。 た とえば,線 量 率 が2～10mR/h以

上,表 面汚染が常時基準値 を越 える よ うな区域 では,

人数 および立入時間 の制限 な ど,そ の管理 を厳重 にす

る必要 がある。

法律で も義務づ け られ ている管理区域境界 の標識 の

ほか,放 射能標識は放射性物質の存在,そ の位置,放

射線線量率,汚 染の程度の標示な ど管理上重要な役割

注)放 射能マー クは半径10cm以 上

図1管 理区域 などの標識

を果 す。 放射能 標識の例を図1に 示す。

2・2汚 染 管理区域の出入管理

図2は 汚染管理 区域 について管理 に必 要な機器類の

配 置の例 を示 す。管理区域入 口に放 射線 管理室 を設け

てモニ タの指示値 を集 中監 視できる よ うに し,ま た出

入 口には放射線,汚 染 の レベル の分布 お よび注意事 項

の掲示板 を置き,入 室者 の注意 を促 すのがよい。汚染

管理区域で は管理区域専用 の靴 のはきかえ,ま たはオ

ーバ シ ューズの使用 と更衣 を行 な う。 セル 内へ の放射

性物質 の移動な ど汚染発生 の可能性の大 きい区域 は高

レベル汚染区域 として,こ の区域で の作業 には,さ ら

に靴のは きか え,必 要 な防護具の着用 が行 なわれ る。

この図の よ うに,手 足衣服汚染モ ニ タを管理区域の

内側に置いた場合は,以 下に述べ る作業者 の表面汚染

モ ニタ リングのほか,管 理区域内の表面汚染モ ニタ リ

ングの補助 と して きわめて有効で ある。

汚染 の拡大 を防止 す るためには,汚 染 管理区域の出

口において,作 業者 の手足,衣 服お よび持ち出す機器

・物 品の表面汚染 な らびに表面線 量率のモ ニタ リング

を確実 に行 な う必要 があ る。物 品類 のお もな対象 は,

汚染区域 か らの固体廃棄物,区 域 内で使用 した工具 な

どがある。 その管理 にあたっては持 ち出 し先 が管理区

域 内であるか,一 般 の居住 区域 であるかに よって,そ

の管理 レベル が異 なる。

3.作 業 環 境 の モ ニ タ リン グ

モ ニタ リングの立案にあた っては,施 設 の状況,放

射線作業の内容,起 こ りそ うな被曝の型(線 種,外 部

被曝 と被曝部位,内 部被曝),作 業場所,周 辺への影

響な どについてあ らか じめ十分に検討 し,測 定の対象

*科 学 技 術 庁 告 示第22号(35.9.30)
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図2(汚 染)管 理 区域 の平面図(例)

図3管 理 区域 内のモニタ リング項 目

を明確 に し,そ れに適 した測定器 を選 定す べ き で あ

る。

作 業環境 のモ ニタ リングは,機 能 別に環境 モ ニタ リン

グ(狭義),作 業 モ ニタ リングと特殊 モ ニタ リングに

分けて考え ると便利であ る。

環 境モ ニタ リングは,作 業環境その ものが連続作業

に適 当であ るか ど うかを管理基準にて ら してチ ェ ック

す るための もので,空 間線量率,表 面汚染,空 気汚 染

な どがその対象 とな る。モ ニタ リシグの間隔はそれぞ

れの対象 と作業環境の性質 によって きまる。毎 日のパ

トロールか ら1週 または1ヵ 月に1回 の定期サ ーベ イ

な どが考 え られ る。固定モ ニタ(エ リヤ ・モ ニタや,

塵 あいモ ニタ)に よる方 法 もこれに含 まれ る。

作 業モ ニタ リングは,特 殊な作業や操作に伴 うモ ニ

タリン グで一定 の レベル以上の被曝 が予想 され るよ う

な作業に対 して行 なわれ る。 この よ うな作業を適確に

つかむた めには,作 業者側 か らの確実 な連絡が必要 で

あ る。

特殊 モ ニタ リングは,作 業手順を決め るのに必要な

デー タを得 るためな ど特 殊な 目的で詳細に行な うモ ニ

タ リングであ る。 これは施設の初使用,使 用条件 の変

更,施 設の改修後な どに行 なわれ るもので放射線 防護
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の予防的 な役割 を果 すため重要 であ る。

図3は 管理区域 におけるモ ニタ リン グの項 目と通常

用 い られ る測定器 または測定 法を図に示 した ものであ

る。

数種の放射性物質 のみ を使用 する小規 模の管理 区域

に おいては,そ の所在 を明確 に し,そ れを移動 または

使用す る ときに必要 な防護手段(ゴ ム手袋の着用,サ

ーベ イメータによる線量率の チ ェックな ど)を 決 めて

おけば十分な場合が多 い。 このいわ ゆる放射性物質 の

所在管理 は放 射線管 理において有効であ る。

以下 にモ ニタ リングの対 象別にその 目的 と測定結果

の解釈上 の注 意事 項について述べ る。

3・1空 間線量率 のモ ニタ リング

3・1・1目 的 と方 法

対象にな るお もな放射線はX,γ 線お よび β,中性子

線 であ る。 モ ニタ リングの 目的は,

1)施 設 または作業方法な どの変更 によ り作業環境

に異常な放射線 レベルの ところが生 じていないこ とを

確 認す る。

2)作 業空間の線量率分布 と作業 に必要 な 時 間 か

ら,作 業位置におけ る被曝線量 を推定 する。 その線量

が基 準値を越 える ときは,作 業時 間の制限,ま たは遮

へいの変更を含む作業方法 の検討 を行 な う。

モ ニタ リングの方 法 と してはサ ーベ イメー タによる

定期的測定 とエ リアモ ニタに よる連続測定 とが ある。

エ リアモ ニタは主 と して異常の発見のために設置す る

もので,作 業時 の被曝線量を推定す るためには,作 業

位 置における線 量率 をサーベ イメー タな どで測定す る

か,エ リアモ ニタの指示値 と同様な作業におけ る過去

のデー タとの比較 か ら作業位置の線量率を推定す る必

要 があ る。

施設 の稼動 開始 に詳細な線 量率分布を測定 しておけ

ば,条 件の変更があ るまで,代 表点を測定す るのみで

よい。 また中性子線 と γ線が混在 し,そ の比がほぼ一

定 である よ うな場所 においては,一 般には 日常 は γ

のみ を測 定 し,そ れが通常 と異 なる値になつ た ときに

両者 を測定 し,そ の等 価線量 率を求 め る方 法が とられ

る。 中性子線 の場 合 も,一 般 に熱あるいは速中性子線

が同時 に存在 するので,監 視 のためには どち らかを定

期 または連続測定 を行なえば よい。

3・1・2測 定評価上 の注 意

GMサ ーベ イメー タは感度 は よいが,エ ネル ギー特

性 がよ くないので,異 常 な放射線 レベル の 検 出に 用

い,線 量率 を正 しく測定 する ときには電離箱 サーベ イ

メー タを使用 する必要 がある。 またGMサ ーベ イメー

タは大線量率(10mR/h以 上),や パル ス状放 射線 の測

定 には適 しない。

放射性物質 の取扱 いにおいては,γ 線 に よる外部被

曝 のほか に,β 線 に よる手 の被 曝防護 が重要 にな る。

β線 は透過 力が小 さいために,表1に 示 す よ うに,線

源 の直近距離 では,同 じキ ュリー数 の γ線 よ りも被曝

が大 き くな る場合が ある。電離箱サ ーベ イメー タの窓

蓋 を開 けて測定 した場合,β 線 をも検 出できるが,一

般に はその指示値(mR/hで 目盛 ってあ る)か らβ線

に よる吸収線量率 を得 るためには一定 の係数 をか けな

ければな らな い。

3・2表 面汚染モ ニ タリング

3・2・1表 面汚染 の管理基準

表面汚染には固着性 の表面汚染 と遊離性 の表面汚染

とが ある。 これ らの表面汚染 は表面か ら舞上 がって吸

入摂取 され るこ とや,手 を経 て口か ら飲み込 まれ る こ

とによる内部被曝,お よび汚染部 に触 れるこ とによる

外部被曝 をもた らす が,遊 離性の汚染 に よる内部被曝

が最 も問題 にな る。 した がって表面汚染密度 とそれ に

伴 う空気汚染 との関係 か らつ ぎの仮定 を設 けて管理基

準値が導かれて いる。

一様な汚染面の表面汚染密度S(μCi/cm2)と 汚染 の

舞上 が りに よる空気汚染 の濃度C(μCi/cm3)と の関係

表1各 種の形状の β線源の表面 またはその近傍におけ る吸収線量率

*7mg/cm2の 不 感 層 直 下 の値 で あ る。
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を示 す遊 離係数Kと しては4×10-7～2×10-8(cm-1)が

採用 されて きたが,管 理 区域 では後者2×10-8(cm-1)

を用 いれば十分安全 側であ る。 そ して α核種 としては

239Puに 対す る(MPC)α=2×10-12μCi/cm2
,β 核 種

に対 す る(MPC)α=3×10―11μCi/cm3(90Srで は3×

10-10μCi/cm3)を 遊 離係 数Kで 割れば,許 容表 面汚染

密 度が導かれる。 この値は告示 の最大 許容表 面汚染 密

度(α 核種 に対 し10-4μCi/cm2,β 核種 に対 し10-3μCi/

cm2)と ほぼ一致す る。

この よ うに管理基準 値は,最 も危険な核種 について

換 気されていない室 内で汚染 の面積 が広 く(100m2程

度),か つ汚染 が均 一に分布 してい ると 仮定 して誘導

された ものであるか ら一般の管理 区域 に,こ の基準 を

適用 する場合の安全 係数は,一一般に100～1,000と 考 え

て よい。

3・2・2目 的 と方 法

モニ タ リングの 目的は,

1)表 面汚染 が管理基準 値以下 である ことを確認 す

る とともに,そ の拡大 防止 のため除染 の時期な ど必 要

な措置を判断す ること,

2)隔 離装 置の欠陥お よび機器の故障な どに よる放

射性物質の漏えいや,作 業方 法の欠点 の検出,

3)空 気汚染 モ ニタ リングの必 要性の判断資料を得

ること,こ れは一般に空気汚 染の発生す る区域では表

面汚 染を伴 うか らであ る。

遊離性の表面汚染の測定には,ス ミヤ法,す なわ ち

一定 の面積(通 常 約100cm2)を ロ紙 片で こす り,ロ 紙

檀に付着 した放射能の β線 または α線を計数装置 また

はサーベ イメー タで測定す る方法を用い る。表面汚染

検査計では,固 着性 と遊離性の両表面汚染の和 を測定

す ることにな る。

3・2・3表 面汚染モ ニタ リング上の注意

一般 に区域 の表面汚染 は,ふ つ う最 も表面汚染の お

こる可能性の ある場所 をふ くめて,作 業場 の何点か を

定点 として選 び,ス ミヤ法 でサ ンプ リング して測定す

る。汚染 の とれやす さは放射性物質 および汚染表面 の

物理化 学的状態 に よって異 なる。床 な どの汚染 に対 し

て はス ミヤ法 に よる測定値 は全汚染量の10%と 仮定 し

て もよい。

ス ミヤ ・サン プル による表面汚染 は実 際上の汚染分

布全体 を与 えるものではないので,管 理基準値 に近 い

値 が検 出され た場合 には,さ らに詳細 なス ミヤを行 な

って処 置を考慮 する必要 がある。管理基準値以上 の汚

染 が検 出され た場合,そ のレベル,面 積,拡 大性 の有

無 や核種(半 減期 の長短,危 険性)に よっては直 ちに

除染 しないで,な わ張 りな どの措置に よってその拡大

を防止 するだけで減衰 を待つほ うが よい場合 もあ る。

管理 区域 の項で述べた よ うに出入管理の一環 と して

作 業者 の手,靴 や衣服の表 面汚 染の検査を す る こ と

は,人 の検 査のほか,管 理区域内の汚染検 出の補助的

効果 があ る。 また汚染 拡大防止の観点 か ら,管 理区域

か らの持出物 品は表面汚 染検査が行なわれ る。放射性

物 質や廃 棄物を持ち出す場合の容器表面の 汚 染 検 査

は,一 般に γ の影響があ るのでス ミヤ法 によるが,

工 具,装 置な どの場合は,ス ミヤ法 と直接サ ーベ イメ

ー タで測定す る方 法を併用す る。

3・3空 気汚 染 モ ニ タ リシ グ

3・3・1モ ニ タ リン グの 問 題 点

放射性物質の体内摂取のふつ うのル ー トは吸入 によ

るものであ るか ら,つ ぎの よ うな作業では空気汚染の

管理 が重要 にな る。

1)ガ スを発生す る化学反応

2)液 体 の蒸発

3)粉 末 の飛散(個 体を けず るよ うな操作)

これ らの作業では,グ ローブボ ックス,フ ー ドな ど

の施 設を使用す るな ど,汚 染の密封 また は拡大防止 と

マス クの使用な どの防護手段 が重要 になる。

一方空気汚染のモ ニ タリングにおいては,空 気汚染

モ ニタ リングの結果 を各個人 が摂取 した放射性物質量

と直接結びつかない こ と,す なわ ち作業者 の呼吸域 の

空気汚染濃度 が固定 モニ タに よる測定値 より一般 に高

く,3～1,000に なるこ と,塵 あいの粒度 分布,化 学

的形状 が問題 になるよ うな困難性が あ り,大 型施設 で

は空気汚染 モニ タリングはモ ニタ リングのなかで最 も

重要 なものになる。

しか しなが ら,つ ぎのよ うな施設 を除 いては,表 面

汚染 モニ タ リングを十分 に行 な うことに よ り空気汚染

モ ニタ リングを省略 で きる場合の多い ことが経 験か ら

わかっている。

1)ガ ス状 あ るいは揮発性物 質を大量に取 り扱 う施

設,た とえば数百mCi以 上 の トリチ ウムお よびその

化合物,ヨ ウ素お よびその化合物を取 り扱 う施設,重

水炉,RI製 造工場 な ど,

2)常 時 相当量の表 面汚染 がお こるよ うな取扱 い施

設,再 処理工 場,燃 料加工 工場,ウ ラン濃 縮 工 場 な

ど,

3)プ ル トニ ウムお よびその他 の超 ウラン元 素取扱

い施設

4)ウ ラン鉱の採 掘お よび製練 工場。
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これ らの大型施 設では,次 節 に述べ る よ うな空気汚

染 モ ニタ リン グ方式 が採用 され ているが,使 用 する放

射性物 質が限 られている ときには,本 節の最初 に述 べ

た よ うな特殊 な作 業をする ときに,モ ニタ リングを実

施 すれば よい。

3・3・2空 気汚染 モ ニタ リング方 式

前 項で述 べた よ うに,空 気汚染 のモ ニタ リングには

種々 の困難 を含 んでい るので,施 設お よび作 業の特殊

性を考慮 し,モ ニタ リング方式を決定す る必 要 が あ

る。 その計画にあた っては,適 切なサン プ リング場所

と対象 とする空気汚 染の測定に必要な性能を備 えたサ

ンプラまたはモ ニタを選ぶ ことが肝要で ある。

モ ニタ リングにはつ ぎの3種 類の方式が ある。

1)室 内一般空気の モニタ リング

異常濃度の発生を早期に発見 し,警 報 を発す る目的

で高感度のモ ニタを用い る。サ ンプ リング点 としては

異常濃度の発生を確実に検 出 し うる位置 として一般の

作業場所の付近の室 内気流の風下,ま た は室 内空気汚

染を代表 しうる位置 として室 内排気 口付近 がよい。 こ

の場合 モニタの警報設定値は,最 大許容濃度 の1/10以

下 とす る。

2)局 所の空気 モニ タリング

作業室内の濃度分布 を把握す る とともに,測 定 した

濃度 と作業者の吸入量 との相関 が得 られ るよ う考慮 し

て,サン プ リング点の選定 を行 な う。 これ はまた取扱

施設 および作業方法 につ いて,空 気汚染 の発生防止 に

必要 な改良改善 のための資料 を与 える。サ ンプ リング

点 は2ヵ 所以上 で固定 してお り,そ れぞれにサ ンプ リ

ングロ紙 が付 属 し,共 通 のポ ンプで吸収する。

3)特 殊作業時 のモ ニタ リング

と くに空気汚染 の発生する可能性 のあ る作業時に,

特定 の場所 に臨 時にサン プ リング点 を設定 して,連 続

的に監視 し,異 常 発生に対 して警報を発す る目的で行

なわれ る。

3・4放 射性排 気 と排 水のモ ニタ リング

3・4・1排 気モ ニタ リング

非密封の放射性物質を取 り扱 う管理区域か らの排気

は一般に高性能 エアフ ィル タな どで放射性塵 あいを ロ

過 したの ち(ヨ ウ素な どの揮発性物質の ロ過には チ ャ

コール フ ィル タ),煙 突か ら排 出され る。

この場合,障 害防止法では周辺住民の被曝を抑 える

ため,排 気 口に おけ る1日(8時 間)の 平均濃度,ま

たは,煙 突か ら排気す る場合には大気拡散に よ り事業

所境界の外の3ヵ 月間の平均濃度が告示別表の空気中

許容濃度 の1/1。以下にす るこ とを定め ている。後者 の

場合 は,排 気 口における濃度監視用 のモニ タをつ ける

こ とが必要 になる。 この場合,煙 突 の高 さ と気象要素

の統計 な どか ら,拡 散 を考 えて,周 辺 における最大被

曝地点 で一般公衆 の線量 限度 を越 えない とい う条件 か

ら放射性物質の放 出率 の管理基準 を定 め,こ れ を十分

下 回る調査 レベル でモ ニタが警報 を発 する よ うに す

る。

排 気モ ニタに よる監 視は,結 果 的には管理 区域 内の

空気を集 めて測定す ることにな り,フ ー ドにおけ る作

業での事故 的な空気汚染 の検 出な ど管理区域内の空気

汚染 モ ニタ リングに対 して も有効な役割 りを果たす。

3・4・2排 水モ ニタ リング

放射性排水は貯槽にためてか ら,濃 度を測定 し,管

現 基準値以下であれば一般 排水 とす る。管 理 基 準 値

は,放 射性廃液の発生量 と通常希釈に用い られ る水量

とか ら1日 平均 と3ヵ 月平均の濃度について決め るこ

とがで きる。後者の場合は排水モ ニタな どに よる監視

をす る必要が あるが,一 般には排水量は一 定 で は な

く,水 モ ニタの検出感度 も排水モ ニタ リング用 として

は十分でない場合が多いので,排 水 口に,い わゆ る比

例サ ンプラを設置 し,排 水量に比例 した水量をサ シプ

リング し,測 定す るほ うが よい。

3・5作 業 モ ニ タ リン グ

放射線作業を実施す るに あた って は,事 前 にその作

業 によって起 こ りうる被曝 について評価 し,必 要 な防

護方法,モ ニタ リングの方式 を決定 した うえで作業 に

着手 しなけれ ばな らない。一定 レベル以上 の作業 にあ

た って,放 射線作業 が適切 な被曝管理 のも とで行 なわ

れ るた めには,作 業責任者 は,前 もってその作業 に よ

る被曝 の可能性 を検討 し,被 曝 のおそれが ある場合 に

は,放 射線管理担 当者 に連絡 し,放 射線防護 について

必要 な助言 を求 める。 それに よって,放 射線管理担 当

者 は,作 業 内容 に適 した防護 な らびにモ ニタ リン グ方

法 を検討 し,必 要 な作業 中のモ ニタリングを行 な うこ

とができる。 このよ うに,被 曝管理 の徹 底を図るため

に,大 型 の原子 力施 設では,放 射線 作業 許可(Radia-

tion Work Permit)が 用 い られ,定 め られた様 式に よ

り被曝線 量の評価,防 護 手段の確 認を行 な うよ うな制

度を採用 してい る。

作業 モ ニタ リングの準備で と くに注意すべ き事 項は

つ ぎの とお りであ る。

(1)起 こ りそ うな被曝について評価 がで きる測定器

を用意す る。
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(2)作 業 中に過 度な被曝が発生 した場合,直 ちにそ

の作業 が中止 で き,そ の発生原因を除去で きるよ うに

あ らか じめ作業 前に配慮 してお く。

(3)管 理区域隣接 の人 々や直接 作業 に関係 ない者 で

その場所 へ接近 する人 々に対 して,被 曝の影響が及ば

ない よ うに作業 前に配慮 してお く。

(4)作 業時間の短縮 によって被 曝を少な くす る必要

が ある場合は,作 業技術の有無 によって相 当の差 異が

生ず るため,モ ックア ップに よる訓練 を行 な った うえ

で作業に着手す る。

作業の計画被曝線量 は,作 業現場 の外部 被曝線 量率

があ らか じめ測定で きる ものや,推 定 に よらねばな ら

ぬ ものな どに分け られ るが,い ずれ も実測値 と推定値

か ら作業ス ケジ ュール をも とに線密 に計画 する必要 が

あ る。
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